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町の健全化判断比率等を公表します
　財政情報の公開と地方公共団体の財政の早期健全化を目的として『地方公共団体の
財政の健全化に関する法律』に基づき、町の健全化判断比率等を公表します。

■健全化判断比率

指標 町の算定値 早期健全化基準 財政再生基準

健
全
化
判
断
比
率

実質赤字比率 － 13.72％ 20.00％

連結実質赤字比率 － 18.72％ 30.00％

実質公債費比率 4.0％ 25.00％ 35.00％

将来負担比率 22.5％ 350.0％

※�実質赤字比率および連結実質赤字比率は赤字額がない場合「－」で表示さ
れます。

指標 町の算定値 経営健全化基準

水道事業会計 － 20.00％

下水道事業会計 － 20.00％

※資金不足額がない場合「－」で表示されます。

■健全化判断比率等の算定結果
令和6年度決算の健全化判断比率等の算定結果は表
のとおりで、いずれも早期健全化基準、財政再生基
準および経営健全化基準を下回り、町の財政は健全
な状況です。

⃝ �実質赤字比率…一般会計に赤字額がある場合、その
赤字額の程度を指標化するもの

⃝ �連結実質赤字比率…町の会計全体で赤字額がある場
合、その赤字額の程度を指標化するもの

⃝ �実質公債費比率…地方債の償還金等の大きさを指標
化し、財政負担の程度を示すもの

⃝ ��将来負担比率…一般会計が将来支払う可能性のある
負担額を指標化し、将来の財政負担の程度を示すもの

公営企業会計に資金不足額がある場合、その額を事業
規模と比較して指標化するもの

健全化判断比率とは？

■資金不足比率

資金不足比率とは？
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■ 人件費の状況(令和6年度決算･一般会計と特別会計を含む)

■ 主な職員手当

■ 部門別職員数（単位:人 　▲:マイナス）（令和7年4月1日現在）

■ 一般行政職の平均給料月額等(令和7年4月1日現在)

■ 一般行政職の初任給(令和7年4月1日現在)

職員数

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

職員手当 共済費 合計総合事務組合
負担金給料

274人

308,467円     365,458円           39.9歳

952,814

扶養手当

地域手当 給料、管理職手当および扶養手当の総額の2％

配偶者

父母等

子

子（15歳～22歳）

借家の場合の支給限度額

交通機関利用者

交通用具（自動車等）利用者

民間企業のボーナスに相当 年間4.6月分

最高限度
47.709月分

埼玉県市町村総合事務組合『市町
村職員退職手当条例』により支給

   3,000円

   6,500円

13,000円

18,000円

28,000円

運賃相当額

距離に応じた定額

住居手当

通勤手当

期末･勤勉
手当

退職手当

535,323 285,693 129,124 1,902,954
千円 千円 千円 千円 千円

区分 短大卒大学卒 高校卒
給料月額

■ 一般行政職の経験年数別平均給料月額(令和7年4月1日現在)

区分

区分

合計

議会
総務・企画
税務
民生
衛生
農林水産
商工
土木
小計
教育
小計
水道
下水道
その他
小計

4
51
17
66
24
9
15
24
210
32
32
12
4
8
24
266

4
49
18
70
21
10
16
22
210
32
32
13
4
9
26
268

0
▲2
1
4
▲3
1
1
▲2
0
0
0
1
0
1
2
2

対前年
増減数

一般行政
部門

特別行政
部門

公営企業等
会計部門

職員数
令和6年度 令和7年度

経験年数
10年以上15年未満

経験年数
20年以上25年未満

大学卒 294,703円             367,078円

令和6年度 97.5 令和7年度 118人

■ 特別職の報酬等（令和7年4月1日現在）

区分

町　長

副町長

教育長

議　長

副議長

委員長

議　員

756,000 円

644,000 円

604,000 円

310,000 円

254,000 円

239,000 円

232,000 円

報酬（給料）月額 期末手当

年間4.6月分

■ 級別職員数(令和7年4月1日現在)

■ ラスパイレス指数 ■ 職員1人当たりの人口

区分

事務職

構成比

技能職

構成比

36人

13.7%

3人

60.0%

51人

19.4%

2人

40.0%

80人

30.4%

39人

14.9%

35人

13.3%

3人

1.1%

19人

7.2%

標準的な
職務内容 主事補 主事 主任 主査 主幹 主幹 課長

局長

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

毎月支給(令和7年4月1日現在)

臨時に支給（令和7年4月1日現在)

※地方公共団体の学歴別・経験年
数別の職員構成が国と同一であ
ると仮定して算出し、国の平均
給料額を100とした場合の地方
公共団体の平均給料額の比率

※令和7年4月1日現在の
　①総人口÷②職員数で算出
　(①31,535人÷②268人)

225,600円          213,600円             201,000円

総務課( 581･2121内線313･315）
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企画財政課( 581･2121内線321）
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